
平成18年９月橋本市議会定例会会議録（第３号）の３ 

平成18年９月12日（火） 

                                           

○議長（上田順康君）順番11番、14番 中西

峰雄君。 

〔14番（中西峰雄君）登壇〕 

○14番（中西峰雄君）それでは、私の一般質

問を始めさせていただきます。私の一般質問

は今回２件であります。 

 早速ですが、１番目の職員削減の早期前倒

し実現についてということに入らせていただ

きます。 

 この質問は、前回６月議会でもさせていた

だいたわけです。そこで、当局の考えといい

ますか、方針も既にお聞きしておるんですけ

れども、前回ちょっと欲張り過ぎまして、質

問の数が多かったために時間が足らず、十分

な議論ができなかったので、再度ここで質問

させていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 まず、この質問の動機なんですけれども、

市長は今議会冒頭の議案説明の中でも、企業

誘致を最重要課題としておるというふうに説

明されました。私もその意気やよしとするん

ですけれども、私は少しく見解を異にしてお

ります。 

 私の見るところの現在の最優先課題は何か

といいますと、合併による混乱の収拾、財政

の健全化、合併疲れとも言える職員の士気の

回復、あるいは合併をまとめるために精いっ

ぱいであったがために、２年余にわたって置

き去りにされましたさまざまな改革の推進、

次に述べる人事評価制度もその一つなんです

が、とにかく合併をしたのはいいんですけれ

ども、今の現状は市民にも職員にも夢と希望

を与えられる体制にはなっていない。ですか

ら、現在の本市の最優先課題はその体制を早

期に確立することであるというふうに私は考

えております。 

 特に財政でございます。合併をすれば少し

は楽になるというようなお話だったんですけ

れども、実際17年度決算を見てみますと、予

想といいますか、合併前にされておりました

シミュレーションよりもかなり悪い財政状況

になってございます。 

 決算によりますと、経常収支比率98.2％、

これはあと1.8％で赤字ということですね。そ

して財政調整基金、これは虎の子とも言える

預金ですけれども、これが合併前の25億4,000

万円、橋本市、高野口町合わせまして25

億4,000万円あったやつが、14億円弱というふ

うに、ほぼ半減に近い減少ですね。そしてま

た、これは本年７月に財政当局でつくられた

合併後のシミュレーションというものをちょ

っと拝見させていただいたんですけれども、

こちらでは三つのパターンが描かれておりま

すけれども、来年か再来年、あるいはよくて

３年先には赤字と。あるいは基金、預金です

けれども、これも来年か再来年、あるいは３

年先には使い果たしてゼロと。平成22年度ま

でシミュレーションしているんです。22年と

いうことは19、20、21、22、４年ですね。こ

れで最もよいパターンで単年度収支が約15億

円の赤字と。最も悪いケースでいいますと、

単年度収支が26億円の赤字、累積赤字が106

億円というようなシミュレーションです。 

 ただ、私はこのシミュレーションについて、

あまり信用していません。なぜ信用していな

いかといいますと、私どもの国の構造改革と

いうのは途上にあるわけですよね。構造改革

の中心となります税制、それから社会保障制

度、そして地方制度改革、これも大きな変革

の途上にあるわけで、しかもその途上にある
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やつで、ぞんな具体的な内容になるのかとい

うことについては全く見えんわけです。です

から、合併前のシミュレーションも参考程度

なら、今財政がつくられたシミュレーション

もある程度の根拠には基づいていらっしゃる

んでしょうけれども、参考程度に見ておくの

がいいのかなというふうに個人的には思って

おります。しかし、合併の前もこのシミュレ

ーションに基づいて合併を決定されたわけで

すから、筋からいいますと、合併後の今もこ

のシミュレーションに基づいて今後を考えて

いくべきであろうと思います。 

 そういうことを見てみますと、本市もやは

りスピードをもって早期に夢と希望の持てる

体制を築き上げるという点では、職員の削減

をできるだけ前倒ししていく。そのためには、

当然公務員ですから、民間でもそんなに簡単

に首切りはできません。首切りはできません

けれども、やはり退職してもいいかなと、退

職を考えようかなと思えるだけのメリットの

ある制度をこしらえてあげないと、やめてい

ただけないと思うんですよ。 

 実例を申し上げますと、だいたい50歳ぐら

いの方で給料あるいは福利厚生費といいます

か、共済費とか入れますと、最低でも800万円

ぐらい払っています。800万円の方に50歳でや

めていただいたら8,000万円ですよ。10年間勤

めると8,000万円になるんです。それプラス退

職金。では、50歳の方に今やめますと言って

いただくために2,000万円積んでもいいんじ

ゃないですか。2,000万円積んでも6,000万円

浮くわけです、10年間で。100人削減してみて

ください。すごいことですよ。年間８億円浮

くわけですよ。 

 こういう状況の中で、先ほども答弁の中に

ありましたね。自然退職によって職員を削減

していきますと。８年かけて84人と。そして

特別に５年で62人を計画しているということ

で、そういう悠長なことでよろしいんでしょ

うかということなんですね。もう危機的でし

ょう。３年先、最悪でいいますと106億の累積

赤字になる。もう破綻です。これは参考程度

ということで、私はこれを信じていませんけ

れども、でもシミュレーションされた中では

そうなっている。そういうことでいうと、そ

ういう悠長なことをしとってええんかという

ことなんです。 

 それと、ちょっとこれは余談になるかもし

れませんけれども、市長さんが最重要課題と

して一生懸命取り組まれております企業誘致

の件なんですけれども、これも私はいささか

足が地についていないというふうに感じられ

てならないんです。なぜかといいますと、企

業誘致しようにも用地がないんです。まとも

な企業用地がない。今、設備投資意欲はピー

クで、来年からは徐々に鈍化していくだろう

というふうに言われているんですけれども、

経済の速度が速いものですから、もう増設意

欲のある企業というのは今欲しいんです。決

めていただいたら３年先に造成して渡します

よということでは、やはりなかなか努力は報

われないだろうというふうに思います。 

 民間企業が失われた15年と言われる中で、

いわゆる三つの過剰、３Ｋの解消に努められ

ました。その中で、やはり一番苦労したとい

うのが人件費の削減、社員の削減であったろ

うと思います。担当の方は大変、血の汗をか

くというんですかね、苦労されたと思います。

そこで、中小企業は別にいたしまして、大手

銀行あるいは大手企業のリストラはどうされ

たかといいますと、やはり退職金の積み増し

をされたんですね。12カ月、年収から約24カ

月分の積み増し、退職金の割り増しをして、

そして社員の方に退職をお願いしたいという

のが事実でございます。  ではどうするかといいますと、霜草の旧の
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住都公団の土地があります。ここに１区画、

もっとも売れ筋と言われているのが6,000㎡

ぐらいらしいですけれども、その用地をこし

らえる。それはだいたい6,000万円から7,000

万円ぐらいでできるわけです。ところが、今

金がない、金がないとできないでいるわけで

すけれども、お金は天から降ってきませんし、

造幣局の輪転機もないわけですから、つくる

よりないわけですね。どうやってつくるか。

一番迅速に効果的にできるのは職員の削減で

す。6,000万円の金は職員の方10人にやめてい

ただければすぐ出ますよ。市長が最優先課題

とされていますこの企業誘致を成功させるた

めにも、やはりお金をつくる。お金をつくる

ために職員の削減にもっと力を入れる。 

 前回も市の方針は、ちょぼちょぼやってい

くんだという考え方は聞いておりますけれど

も、私はそれではいかんだろうというふうに

思いますので、再度お尋ねいたします。 

 そして２番目ですけれども、人事制度・人

事評価制度・給与制度についてでございます。 

 これにつきましては、昨日の一般質問で同

じ質問をされました。そこでよくわかりまし

た。要するに何もできていない、これからや

るかもしれんけれども、今までは何もできて

いないということがわかりましたので、なか

なか深い議論をしにくいかなというふうに思

います。ただ、この人事制度の改革なんです

けれども、これは国のほうでも国家公務員の

関係で平成13年12月に国家公務員で制度改革

ということで、新たな公務員制度の概要、新

人事制度の構築、能力等級制度の導入である

とか、能力等級を基礎とした新任用制度の確

立、あるいは能力、職責、業績を反映した新

給与制度の確立、能力評価と業績評価からな

る新評価制度の導入とか、これがうたわれて

いる。そして、最後に地方公務員制度も地方

自治の本旨に基づき、地方公共団体の実情を

十分勘案しながら、国家公務員法制度改正と

同時期に地方公務員法の所要の改正を行うな

ど、国家公務員制度の改革スケジュールに準

じて速やかに所要の改革を実施するというこ

とになっています。これは13年に出されてい

ます。既にもう都道府県、市の約４割が何ら

かの形で評価制度を導入しているという実情

にあります。これはきのうの答弁の中にもあ

ったと言われます。 

 それと、退職勧奨をもっと活用すべきだと

思いますね。なぜかといいますと、参考まで

にですけれども、地方公共団体の行財政改革

の推進と行政体制の整備についての意見とい

うのが経済財政諮問会議で16年５月に出され

てございます。この中でこういうふうに言わ

れています。急激な人口減少が見込まれる中、

個々の地方公共団体の財政状況や職員構成の

事情に応じ、円滑な新陳代謝と簡素で効率的

な人員体制への移行が図られるよう、いわゆ

る早期退職勧奨制度を若年層にも適用する等、

弾力的な人事管理が必要であるとともに、よ

り一層給与の適正化に取り組むべきであると、

このように言われておりますね。もっと勧奨

を活用しなさいよということかと思います。 

 今、勧奨という形でされているのかわかり

ませんけれども、少なくとももう50歳以上の

方には勧奨をかける。どれだけの効果がある

かはわかりませんけれども、退職金の金額も

計算して、今あなたがやめるとこれだけの退

職金になります、やめませんかという勧奨を

かけるということをしてはいかがかなという

ふうに思います。 

 それで、状況はそうなんですけれども、私

がこの質問をさせていただこうと思いました

動機をちょっとお話しさせていただきたいな

と思います。動機というのは、いろんな市の

職員の方とお話しさせていただいたんですけ

れども、その中で、ほとんどの方はやはりや
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った人にはきちんとした評価と報酬、そうで

ない方にはそうでない人事評価と報酬という

ことにすべきであるということについては、

ほとんどコンセンサスといいますか、同じ意

見なんですね。ところが、実際にはどうなる

かというと、人事はなかなか難しいものです

からできないと。皆さんそうすべきだという

ふうに思っていてもさわれずに来たというの

が実情かなというふうに思います。これは、

やはりさわらざるを得ないだろうというふう

に思うんですね。当局もそれをやりますと言

っておるんですけれども、その速度と内容が

問題でしょうね。 

 そしてもう一つ、私がどうしても質問をし

なければならないと思いましたのは、どうし

ようもない職員です。だれが見てもだめ社員

というのは、ほぼほとんどの課に一人や二人

はいらっしゃるというふうにお聞きしている

んです。実情は知りませんけれども、私の聞

く範囲ではそうです。では、その職員さんを

なぜきちんと評価をして改善を求めることが

できないんだろうか。接遇の教育といいます

か、職員研修をされるんですけれども、それ

でもなぜ全員あえてせなあかんのかという声

もあるんですよ。接遇の態度の悪い職員はわ

かっておるじゃないですかと。それに指導し

たらええのに、全員でまとめて指導する必要

がどこにあるんですかという職員の声もある

んですよ。 

 どこの組織でも、高いレベルのところは高

いレベルのところ、低いレベルのところは低

いレベルのところで甲、乙、丙、丁と、昔の

成績じゃないですけれども、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、

甲、乙、丙、丁があるんですよね。組織をい

かにすぐれたものにしていくかというのは、

やはり一番底のレベル、いわゆる低レベルを

ボトムアップする、これによって組織はもの

すごく質が上がるんです。ＪＲがそうなんで

すね。ＪＲはいろいろと、草取りさせたりし

て問題になりましたけれども、ＪＲもやった

のはそういうことです。 

 私はそれをするためにも、やはりその人に

納得していただけるだけの客観的な評価とい

うものがなければそれはしにくいだろうと思

いますので、ぜひこの導入について考えてい

ただきたい。考えていただくんですけれども、

１回目のところで言っておかんと通らんとい

う議会のあれもありますのでちょっと言って

おきますけれども、いろいろありますけれど

も、まずは複線型の人事制度ということです

ね。進路の複線化、要するに、この方は事務

職でいいよと、一般事務でいいよと、あるい

はキャリアアップしたいよという方、そうい

う方に、あるいは私は法務の専門でいきたい

よという方に対して、進路の選択制をやはり

与えるべきだろうと。ある一定の時期に。こ

の導入についてどうお考えかということと、

そして昇任試験も勤務評定を中心にした昇任

試験にしてほしいということ、あるいはどこ

の自治体でも多く取り入れられております目

標管理制度について、どんなご所見かお尋ね

したいと思います。 

 壇上からの質問はこの程度にさせていただ

きます。 

○議長（上田順康君）この際、14番 中西峰

雄君の一般質問に対する答弁を保留して、午

前11時５分まで休憩いたします。 

（午前10時52分 休憩） 

                     

（午前11時６分 再開） 

○議長（上田順康君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。14番 中

西峰雄君の一般質問に対する答弁を求めます。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 
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○市長（木下善之君）中西峰雄議員のご質問

にお答えをいたします。 

 職員削減の早期前倒し実現についてでござ

いますが、一年でも早く職員削減を達成して

いくことについては、当然財政面から見まし

ても早期達成が必要であることは十分理解を

いたしておるところでございますが、本年３

月の合併後におきます平成18年度中の退職予

定者は、市民病院を除きまして、現時点で23

名を予定しております。そのうち定年退職者

は11名、退職勧奨に乗せていただく方が11名、

そして若い希望退職の方が１名でございます。 

 前倒しの達成は、定年退職者だけの自然減

だけではなく、現行の勧奨制度においても、

さきに申したように一定の効果がありますの

で、現行の退職勧奨制度以上の割り増しにつ

いては社会情勢や市民感情等も考慮しますと、

やはり今後も引き続き現行制度を中心に、早

期退職者を職員の個別にＰＲして実施いたし

たく、ご理解を願いたいと存じます。 

 残余の件につきましては担当参与よりお答

えをいたします。 

○議長（上田順康君）企画部長。 

〔企画部長（吉田長司君）登壇〕 

○企画部長（吉田長司君）中西議員のご質問

にお答えいたします。 

 人事制度・人事評価制度・給与制度につい

てですが、過去地方公務員の給与は議員おた

だしのとおり画一的で年功的な運用実態とな

っておりましたが、公務員制度改革の大綱が

閣議決定され、これを機に職員の能力と業績

を客観的かつ公平に評価する人事制度改革に

取り組み始めた自治体が多いと認識しており

ます。 

 本市といたしましても、人材育成基本方針

に基づき、人事、給与制度の根幹をなす人事

評価制度導入に向け検討いたしております。 

 制度の基本的な方針は、原則的な考え方と

して透明性と納得性であり、評価基準を公表

でき、評価結果を本人にフィードバックし、

努力すべき目標を明確にし、本人に納得して

もらうことが不可欠と考えられます。つまり、

納得性、透明性、公平性、公正性及び信頼性

を確保していくことと考えております。 

 また、評価をより客観的に行うためには、

評価者に対する訓練も大事と考えます。職員

の能力や実績を適切に評価することが適材適

所の人事配置につながり、また職員の長所の

評価と短所の改善の対応が可能となり、結果

として良質な業務遂行につながるものと考え

られます。 

 具体的な取り組みとしましては、現時点で

は決定しておりませんが、既に実施していま

す自己申告書を含め十分検討し、早期に実施

していきたいと考えております。 

○議長（上田順康君）14番、再質問あります

か。 

 14番 中西峰雄君。 

○14番（中西峰雄君）簡潔に答弁いただきま

してありがとうございます。 

 退職金の割り増しによる職員削減の早期実

現を私は求めておるわけですけれども、ちょ

っと認識が違うのかなと思います。お互いの

認識にかなりの誤差があると。それは私個人

的には大変な危機感を持ってございます。今

の状況について。ですから、この合併という

機会に思い切った改革をしないとできるもの

じゃないだろうということも一つございます。

これはどこまで行っても平行線かなと思うん

ですけれども、何のために合併をしたのかと

いう原点、これは両市町とも財政が厳しいか

ら合併したんだと。その前にも財政疾患の内

容もわかっておったわけですよね。単独でも

できたんです、やろうと思えば。それを合併

して余剰人員がたくさん出ていると。この状

況を何とかしないと、まともな行政体制には
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ならないでしょうと。それを、８年かけて減

らすとか５年かけて減らすとかいうことでは

時間がかかり過ぎるんです。ええところ２年

か３年ですよ。それと、先ほど申し上げまし

たように、どれだけの信頼性があるかは別と

しまして、３年先にはどっちにしても赤字に

なる、どのシミュレーションをとっても赤字

になる。悪いケースでいくと100億からの累積

赤字が出ると。こういうシミュレーションも

出ているわけでしょう。 

 こういうことを考えてみますと、何として

も行革、しかも本市でも最も、合併前から悪

かった人件費率の改善ということが必要不可

欠、最優先事項ではなかろうかなと思うんで

すね。この退職金の割り増しによる適正人員

の早期実現ということにつきましては、批判

もございます。確かに、それをしても能力の

ある者がやめて能力のない者だけが残るとい

うことになるのと違うかという批判もござい

ます。これにつきましては、確かにそういう

ことになるおそれはあります。ただ、私が思

いますのは、今橋本の市役所を拝見させてい

ただくと、若い方を中心に大変能力の高い方

がたくさんいらっしゃいます。ですから、今

例えば50代、年齢申し上げて申しわけないで

す、50代の方で役職者の方がやめたから組織

が回らないということ、私はそうじゃなかろ

うと思います。むしろ退職金が1,000万円割り

増しがある、あるいは2,000万円割り増しがあ

るからやめようというような方にはやめてい

ただいたほうがいいんです。私は公務員とし

て定年まで頑張りたいんだと、そういう方に

残って頑張っていただきたいと思うんですね。 

 あるいは、最大の理由かなと思うのは市民

感情ですね。ただでも公務員バッシングは強

いです。給与が高いという批判もあります。

退職金もそうですね。民間であればなかな

か3,000万円であるとか2,500万円であるとか、

特にこの地場の企業にお勤めの方はいただけ

ません。だけど、それに対する批判も強い中

で、それに対してなお１年分、２年分の割り

増しをするのかということについては、市民

感情としては確かに批判もあろうかと思いま

す。しかし、それは本当に橋本市のことを考

え、市民のことを考えるのであれば、誠意を

もって説明して理解していただくように努め

るべきじゃないでしょうか。いくら批判があ

ってもよかれと思えば。 

 これはもう部長が判断できることじゃない

と思うんですよね。もう一度市長にお尋ねい

たしますが、先ほどから申し上げている本市

が置かれている財政の状況、あるいは市長が

一生懸命取り組まれている企業誘致にしまし

ても、これは職員に早期にやめていただくこ

とによって実現できるんです。用地もなしに

企業誘致に走って、なかなか地に足のついた

ものにはならないだろうと思います。6,000

万円の金をこしらえたらいいじゃないですか。

私の言っている方法で。 

 もうあまり、これ以上言ってもあれですか

ら言いませんけれども、とにかく市長のお考

え、今、即答はなかなか難しいかなとは思い

ますけれども、私の考えをお聞きいただきま

して、お感じになるところを率直にご答弁い

ただきたいと思います。 

○議長（上田順康君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）中西議員の再質問にお

答えを申し上げたいと思います。 

 本当に国も地方も厳しい状態であるという

こと、これは百も承知をいたしておるところ

でございます。私も平成20年にはこのまま参

りますと財政再建整備になるというおそれも

十分認識しているわけであります。本当に難

しい時期、ただ旧高野口、旧橋本市が本当に

合併してよかったというまちづくりをしてい
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くためには、中西峰雄議員のとおり、思い切

った改革をしないとなし得ないということも

よく理解はできるんですけれども、やはり旧

高野口は高野口の事業の継続とかいろいろや

っておるわけでございますし、橋本も事業の

継続があるわけでございまして、なかなかそ

れを全部県、国の了解を得ながら中止せざる

を得ないとなりますと、初めて職員の削減が

ある程度できてくるのではないかなというこ

ともございますし、市民感情というのはとに

かく、どことは言いませんけれども、合併し

て何よということが市長の手紙でも矢のごと

く来るのが事実であります。 

 本当に私としても苦慮いたしておるところ

でございますが、できればこれから毎年20な

いし30名の職員、今期は23名でございますけ

れども、19年度末にも25名前後か30人ぐらい、

それからは今度退職の適用なる方が相当、30

人ぐらいおるわけでございますけれども、こ

こ一、二年、しかし、いっぺんに50人、80人

やめたらいいわと簡単なことを私は、これは

やはり大変なパニックが起きるおそれもある

わけで、やはり毎年25名前後で推移しながら

退職を進めてまいりたいという基本的な考え

を持ってございます。それでも、今度３課程

度は廃止あるいは統合、そのことが市民に非

常にまた迷惑をかけなければならない部分が

あるわけでございます。 

 そうしたことで、非常に、また後ほども申

し上げますけれども、文化活動等のご発言も

ございましたが、どの方がどれだけの賞が当

たっているかということを調べましたら、相

当な人数の方が文化活動を、一体何しとるの

よと一口に言われるおそれもありますけれど

も、膨大な人数がそういうところに携わって

いるわけですね。これらもどんどん切ってい

かざるを得ないとなってくることが、本当に

７万市民の幸せに、希望の持てる市民の幸せ

につながっていけるかという大きな問題もあ

るわけでございますので、慎重に、議論はも

う十分尽くしながら内部で検討をいたしてお

るわけでございますので、中西峰雄議員のご

発言に対して、最大公約数を堅持しながら今

後とも取り組んでまいりたいと思いますので、

ご理解を賜りますようにお願いを申し上げま

して、答弁にいたします。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君。 

○14番（中西峰雄君）この件につきましては、

もう一点だけ簡単なことをお聞きしたいと思

います。答弁は市長にお願いしたいと思いま

すが、民間でできてなぜ橋本市役所ではでき

ないとお考えですか。 

○議長（上田順康君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）再度のお尋ねでござい

ますが、民間でそういうことはどんどんやっ

ておるじゃないかと、なぜ役所はやれないか

という、そこに一つのつらさというものが、

公務員制度という、けさほども申し上げた制

度が確立しておるだけに難しい問題があるの

は事実でございます。しかし、今後におきま

しては、やはり本当にそういう人材をどんど

んと登用できる、人を伸ばしていくためには、

ある程度思い切った退職を勧めていくという

考え方、これはやはり本人の申告というか希

望ということを十分考えなければなりません

ので、そのあたりを今後とも時間をかけなが

ら個別折衝をし、そして勧奨にできるだけ乗

せていただく。そして、また勧奨も当分は現

行の考え方でおりますけれども、場合によっ

てはそこを、２割勧奨を３割増しとか、また

画期的な決断をしていかなければならないこ

とも視野に入れておりますので、ひとつご理

解をいただきたいと思います。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君。 

○14番（中西峰雄君）なぜ民間でできて橋本
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市役所でできないのかという答弁としては不

服ですけれども、この程度でとどめたいと思

います。 

 それでは、次の質問に移らせていただきま

すけれども、とりあえず今当局のほうではな

かなか人事評価制度、人事制度全体を再構築

するという余裕はなかっただろうと思います。

実際２年ほどの間すべてとまっていますので。

これをできるだけ早期に取り戻さんといかん

のですけれども、ただ何点かは再質問させて

いただきます。 

 まず一つは、地方公務員法と本市の職員の

給与に関する条例ですか、それと規則なんで

すが、条例と規則のほうから言いますと、給

与条例の10条ですか、職員の給料はその者の

勤務成績に応じて行うものとすると。これを

受けまして、規則のほうでこういうようにな

ってございます。規則の32条ですけれども、

当該職員の勤務成績について、その者の職務

について監督する地位にある者の証明を得て

行わなければならないと。この場合において、

当該証明が得られない職員は昇給しないと、

こうなってございます。 

 ここで条例のご説明を願いたいわけですけ

れども、その者の職務について監督する地位

にある者の証明と。その地位にある者とはど

の地位か。そして証明とはどういう証明か。

そして、当該証明が得られない職員は昇給し

ないと。つまり定期昇給は年がいけば自然に

行われるものではないんですよね。勤務実績

を証明されることによって初めて定期昇給さ

れる。そうしますと、私が仄聞するところに

よりますと、だいたいどの管理職が見ても、

あるいは良心的といいますか、まじめな普通

の職員さんから見ても、あの方はだめやろと

いう方がいらっしゃるというふうに聞いてお

るんです。その方たちは昇給しなかったんで

しょうか。そういう例があるんですか。まず

こそれが一つ。 

○議長（上田順康君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）勤務の内容で昇給

しなかったというのはございません。それは

分限処分に通用するところもあると思います

けれども、監督責任で、特に監督者の申し入

れ、管理職の申し入れで昇給しなかったとい

うのも聞いたことがございませんし、ないよ

うに認識してございます。 

（発言する者あり） 

○企画部長（吉田長司君）ちょっと、議員の

言われることで私の理解が不十分なんでござ

いますけれども、例えば分限処分で、無断欠

勤とかそういうことでの降級処分とか昇給停

止したというような処分はございますけれど

も、勤務成績、いわゆる勤務を監督しなけれ

ばならないということは地方公務員法でうた

われておりますけれども、それでとまったと

かいうことは聞いてございません。昇給スト

ップしたというのは。その証明というのがど

の部分を指しているのか、ちょっと僕は認識

が不十分なのでわかりにくいですけれども。 

 この条例での適用というのが18年４月から

になってございます。それで、次回の昇給が

来年１月１日であります。そのときの適用と

なっているということで、現在はございませ

ん。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君。 

○14番（中西峰雄君）わかりました。じゃ、

来年からということですね。 

 それで、先ほどから、先日来ですけれども、

職員の意識改革ということが随分と議論にな

ってございます。職員の意識改革というのは

日々常に行わなければならないことだと思う

んですけれども、私はちょっと違う見方を持

っておりまして、制度を変えんとなかなか変

わらない、意識は。人は安きに流れやすいん

です、私も含めまして。私も明日に済む仕事
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は明日に延びます。正直言って。そんなもん

なんですね。すぐれた方もいらっしゃるんで

しょうけれども、多くの人はやはり安きに流

れやすいと思います。 

 評価をしていく上で、こんなレベル付け、

ランク付けがあるんですね。資料を見ておっ

たらこんなんが出てきました。レベルで最低

というんですか、最悪というんですか、これ

はこういうふうに書いていますわ。組織に損

害を与える職員のレベル、他者に悪影響、他

者の意欲をそぐ、あるいは自分が部署内でど

のような役割を期待されているか理解してお

らず、組織に実質的な損害を与えるような行

動をする。あるいは自分の職位で遂行すべき

職務の責任を全く理解していない、あるいは

放棄している。あるいは仕事も困難でないに

もかかわらず期限をたびたび飛ばすと。ある

いは、普通ですと言われた仕事はすると。こ

れは普通のレベル。これが一番多いかなと思

います。 

 こういうのは、ある意味客観的な評価は可

能だろうと思います。とにかく、やはり一生

懸命やった方、勤められた方は評価してあげ

るべきですし、結果が出なくても、結果が出

た人はなお一層評価してあげるべきだと。そ

の分勤勉手当等に反映すべきだと思いますし、

昇給等にも反映すべきだと。そうでない方は、

やはりここに、条例の規則にも書いてありま

すように、証明が出ない方は昇給しないとい

うぐらいのことにしないと、いくら市長が意

識改革、意識改革と旗を振られても、なかな

かできるもんじゃないです。制度を変えない

と人の意識は変わらないですよ。 

 それと、そのことにつきまして、意識改革

ということを市長がいくら笛を吹かれても私

は変わらないと思います。だから、市長もそ

ういうことをお考えいただいて、ぜひ皆さん

が納得できるような評価制度、人事制度とい

うものを早急にこしらえていただきたい。こ

れをすることが職員の士気を高めるんです。 

 ところが、ついでにちょっと申し上げます

と、今の市の体制はヘッドが弱いんです、ヘ

ッドが。つまり企画、そういうことをする企

画の部署が弱過ぎるんです。個々の職員さん

は優秀ですよ。優秀なんですけれども、陣容

が弱過ぎる。だからそのことができないとい

うのが実情かと思う。これも何とかしてもら

わんと困るんですね。 

 質問なんで質問させていただきますけれど

も、先ほど言いました劣位の職員、劣位の職

員というのは、もうほとんど皆さん評価が一

致しておると思うんです。だから、その職員

をどう今後処遇されていくのか。今後という

か今からですけれども。ということと、１回

目の質問で言いましたけれども、今後検討さ

れることなんですが、職員の自主的なコース

の選択制度というんですか、複数型人事制、

先ほど言いました事務職でいいよとか、ある

いはキャリアコースへ行きたいよ、専門職へ

行きたいよというコースの設定ということに

ついても、どういうふうにお考えなのかとい

うことですね。 

 とりあえずそれだけ、私も思いつくままお

聞きしますので、答弁お願いします。 

○議長（上田順康君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）きのうの４番議員

でもちょっと説明させていただきましたよう

に、評価については人勧によるのを例とする

わけでございますけれども、５段階評価を考

えております。そういうことで、上は極めて

良好から最後の良好でない者まで、それにつ

きましては昇給の方法を差をつけていきたい

と。下については昇給しないような形のもの

を考えております。そういうことで、劣位の

方の給料への反映というのは、そういうふう

に基本給と、あと勤勉手当についても成績中
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の反映ということで、これについてはまだ具

体的にはまだ出ていないんですけれども、そ

ういうものを考えていきたいと考えてござい

ます。現在、懲戒処分者に対しては、これは

平成17年11月から勤勉手当への反映は、旧橋

本市の条例の中ですけれども、それが新市に

引き継がれまして、現在そういうことではね

返るようになってございます。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君。 

○14番（中西峰雄君）時間がありませんので、

できるだけ簡潔に質問したいと思いますし、

この制度の議論をするのはこの本会議場では

ちょっと無理ですね。委員会等で詳しくやら

ないとなかなか難しいかなと思いますが、も

う一点は、人事権の権限委譲ということにつ

いてお尋ねいたします。 

 それと、希望調書の関係でございますけれ

ども、今まで人事異動のための希望調書とい

うことで、管理職は入らないかな、希望調書

はとっておったわけでございますけれども、

今回部長は対象外でございますけれども、課

長も含めた希望昇給、降格も含めまして実施

していくと。希望降格制度というものを４月

の定期異動までにまとめ上げたいなと。これ

については、本人の意思確認もございますの

で、するのがそんなに難しくないかなという

ふうに考えてございます。自分が納得してや

られることなので、制度に乗るか乗らないか

は本人次第の話になってきますので、これは

できるのかなということで、来年４月の異動

に間に合うような形で考えてございます。 

 今も課長、職員課等ヒアリング等されてい

ると思うんですけれども、聞くところによる

と、もうこの人うち要らんよという方がおる

んですね。そういう場合に、まあそう言わん

とおまえのところで面倒見てくれよというの

が実態なわけです。これはもう評価なんです、

それが。そういう人を、英語でいうとvetoだ

けど、拒否できる権限を課長に与えるべきじ

ゃないでしょうか。全員じゃないですよ。そ

れこそ１人か２人。そうすることによりまし

て、どこかにはめてもみんな断られたと。課

長は自分のチームを一番いいチームにしたい

と思っているわけです。思ってくれんと困る、

皆思っているとも言いがたいけど、思っても

らわんと困るわけで、そういう方というのは

自分のチームを一番ええようにしたいために

は、足を引っ張る職員は要らんわけですよね。

そういうことをまず来年の４月にやるときに、

もうすぐできると思うんですよ。それは、猶

予期間というんですか、再教育期間を置いて

もらうと。明確に本人にその旨を説明して、

あなたは猶予期間ですよ、再教育期間ですよ、

ですから改善してどこかの課長さんに拾って

もらえるように努力してくださいよというこ

とを、来年の４月から取り組んでいただきた

いと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 それと、あともうどうしようもない、低位

の中でもどうしようもないという言い方はち

ょっと何でございますけれども、これにつき

ましては、現在のところ分限処分についての

考え方をもう少しきっちりしていく考え方と、

あと１回目の質問でもありましたように、研

修についてのやり方についてもうちょっとど

うしていくかということで考えて、その人が

生き返るというとおかしいですが、改善され

るような形で考えていくのが今の現状の考え

方でございます。そういうことで、特にその

方について退職とか、そういうことまでは考

えてございません。分限処分の中でどうかで

きたらいいなというように考えてございます。 

○議長（上田順康君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）それについては、

同時に検討させていただきたいと考えてござ

います。というよりも、管理職の研修のほう 以上でございます。 
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が大事かなと、管理能力の研修のほうが大事

かなというのを考えながら聞いておりました。 

 以上です。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君、11

時45分で時間が来ますので、簡潔に。 

○14番（中西峰雄君）この件につきましては、

詳しくは聞いてもしようがないので聞きませ

んけれども、とにかく職員、市民にもそうで

す。とにかく職員が夢を持てるような体制を

一刻も早くこしらえるように努力していただ

きたいなと思います。私が今見ている限りで

は、そういう状態ではないと思います。 

 以上です。 

○議長（上田順康君）これをもって14番 中

西峰雄君の一般質問は終わりました。この際、

午後１時まで休憩いたします。 

（午前11時43分 休憩） 
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